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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月17日(2013.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バインダ原料およびシリアル混合物を含むシリアル製品であって、前記バインダ原料は
、ステアリドン酸（ＳＤＡ）強化油およびレシチンを含み、ここに、前記ＳＤＡ強化油は
１０％（重量）～３０％（重量）のＳＤＡを有する、シリアル製品。
【請求項２】
　前記ＳＤＡ強化油は、ＳＤＡ強化大豆油である、請求項１に記載のシリアル製品。
【請求項３】
　前記バインダ原料は、（ｉ）大豆油、キャノーラ油、トウモロコシ油、菜種油、椰子油
、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される液体油；（ｉｉ）糖シロップおよ
び糖アルコールから成る群から選択される少なくとも１つの甘味料；または（ｉｉｉ）保
湿剤、酸化防止剤、および塩のうちの少なくとも１つをさらに含む、請求項１または２に
記載のシリアル製品。
【請求項４】
　前記シリアル混合物は、ロールドオート、ナゲット／クリスプ微粒子、ドライミリング
されたコーンミール、小麦、米、大麦、およびそれらの組み合わせのうちの少なくとも１
つを含む、請求項１または２に記載のシリアル製品。
【請求項５】
　スナックバーの形態である、請求項１または２に記載のシリアル製品。
【請求項６】
　前記バインダ原料は、（ｉ）大豆油、キャノーラ油、トウモロコシ油、菜種油、椰子油
、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される液体油；（ｉｉ）糖シロップおよ
び糖アルコールから成る群から選択される少なくとも１つの甘味料；または（ｉｉｉ）保
湿剤、酸化防止剤、および塩のうちの少なくとも１つをさらに含む、請求項５に記載のス
ナックバー。
【請求項７】
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　前記バインダ原料は、約０．５％（重量）～約１．５％（重量）のレシチン、約１．０
％（重量）～約５．０％（重量）の保湿剤、約０．００５％（重量）～約０．０２％（重
量）の酸化防止剤、および約０．２％（重量）～約１．０％（重量）の塩をさらに含む、
請求項５に記載のスナックバー。
【請求項８】
　前記シリアル混合物は、ロールドオート、ナゲット／クリスプ微粒子、ドライミリング
されたコーンミール、小麦、米、大麦、およびそれらの組み合わせのうち少なくとも１つ
を含む、請求項５に記載のスナックバー。
【請求項９】
　キャラメル、チョコレート、ヨーグルト、果実、ナッツ、グレイン、およびそれらの組
み合わせから成る群から選択されるコーティングをさらに含む、請求項５に記載のスナッ
クバー。
【請求項１０】
　前記スナックバーは、多層スナックバーである、請求項５に記載のスナックバー。
【請求項１１】
　人が消費するための請求項１または２に記載のシリアル製品を生産する方法であって、
　ａ．ステアリドン酸（ＳＤＡ）強化油およびレシチンを含むバインダ原料を提供するこ
とと、
　ｂ．シリアル混合物を提供することと、
　ｃ．前記バインダ原料で前記シリアル混合物をコーティングして、前記シリアル製品を
作製することと、
を含む、方法。
【請求項１２】
　約１０５°Ｆ（４１℃）～約１１０°Ｆ（４３℃）の温度まで前記甘味料および前記保
湿剤を加熱して、前記ＳＤＡ強化大豆油と配合する前に液体構成物質を形成することをさ
らに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　塩および酸化防止剤のうちの少なくとも１つと前記液体構成物質を混合することと、前
記ＳＤＡ強化大豆油と配合する前に、約１６０°Ｆ（７１．１℃）～約１７０°Ｆ（７６
．７℃）の温度まで前記混合物を加熱することと、をさらに含む、請求項１２に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記シリアル製品をシート状に広げることと、前記シート状シリアル製品を、約３０分
間放置させることと、をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　キャラメル、チョコレート、ヨーグルト、果実、ナッツ、グレイン、およびそれらの組
み合わせから成る群から選択されるコーティングで前記シート状シリアル製品をコーティ
ングすることをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
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